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ロンドン事務所 

 

【政府が内閣の一部改造を実施】 英国 

 

ゴードン・ブラウン首相は 2008 年 10 月 3 日、内閣の一部改造を発表した。理由は特に明らかに

されなかったが、夏の間、労働党議員の間から、ブラウン首相の指導者としての資質に疑問を投げ

掛 け、辞 任 を求 める声 が高 まり、労 働 党 党 首 選 実 施 を要 求 して議 員 秘 書 官 （Parliamentary 

Private Secretary）の職を辞任する議員もあったことなどから、内閣改造の実施は予想されていたこ

とだった。また付け加えると、今回の内閣改造は、複数の閣僚メンバーが次の内閣改造で解雇され

るとの情報を、首相官邸の広報担当官が報道機関に漏らした事実が 9 月中旬に明らかになったこ

とを受け、前倒しで実施された。 

 

今回の内閣改造で最も大きな話題となったのは、労働党の元下院議員で、欧州委員会通商担

当委員を務めていたピーター・マンデルソン氏が、ビジネス・企業・規制改革相に任命され、再入閣

を果たしたことである。マンデルソン氏は、労働党が野党だった 1980 年代に同党の広報局長を務

め、後に首相になるトニー・ブレア氏の盟友として、共に「ニュー・レイバー（New Labour）」の立役者

となった。1994 年の労働党党首選では、当時影の財務相を務めていたブラウン氏ではなく、影の

内務相であったブレア氏を支持したため、それ以降、ブラウン氏とは犬猿の仲になっていた。両者

の確執は 14 年間にわたって続いていたが、今回、昨今の経済不安と首相への支持率低下という

危機的状態への対処にマンデルソン氏の支援が必要であると判断され、また同氏自身も英政界へ

の復帰を望んでいたこともあって再入閣が決まった。 

ロンドンで区議会議員を務めたマンデルソン氏が国政レベルの政治家として第一歩を踏み出し

たのは、1992 年の総選挙でダーラム県のハートルプール（Hartlepool）から立候補し、初当選を果

たしてからである。しかし、1997 年のブレア政権誕生後、1998 年と 2001 年の 2 回にわたり、金銭絡

みのスキャンダルのため閣僚ポストからの辞任を余儀なくされた（1998 年には貿易・産業相、2001

年には北アイルランド相のポストを辞任した）。閣僚ポストを持たない一般議員（backbencher）であ

った 2001～2004 年には、日英間の協力のあり方を検討する非政府フォーラム「日英 21 世紀委員

会（UK-Japan 21st century Group）」の英国側座長を務めたこともある。 

2004 年 11 月に欧州委員会通商担当委員に就任したことに伴い、下院議員の座を退いていた

が、閣僚は上院または下院議員から選ぶのが慣例になっているため、今回新たな大臣ポストを引き

受けるにあたり、急きょ上院議員に任命された。なお、ビジネス・企業・規制改革相の前任者である

ジョン・ハットン氏が務めていた「汚職対策調整官（Anti-Corruption Coordinator）」の役割は、マン

デルソン氏ではなく、ジャック・ストロー司法相に引き継がれることになった。 

 

 そのほかに注目を集めたのは、高級紙「ガーディアン」などを発行するガーディアン・メディア・グル

ープ社の会長であり、小売大手マークス・アンド・スペンサーの元会長であるポール・マイナーズ氏

が、財務省付きの金融サービス担当相（通称「シティ担当相」）に任命されたことである。マイナーズ

氏は、マンデルソン氏同様、同ポストを引き受けるため、上院議員に任命された。同氏はこれまで、
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最低賃金について政府にアドバイスを提供する「低賃金委員会（Low Pay Commission）」の委員長、

新たな年金積み立てスキームである「パーソナル・アカウント」に関して政府に助言する「パーソナ

ル・アカウント提供委員会（Personal Accounts Delivery Body）」の委員長も務めていたが、大臣へ

の任命によってこれらのポジションから離れることになった。また、ブラウン首相の上級政治アドバイ

ザーであったスティーブン・カーター氏が、やはり上院議員への任命を経て、文化・メディア・スポー

ツ省付きの通信・技術・放送担当大臣に就任した。カーター氏は、通信・放送業界の規制機関で

ある英国情報通信庁（Ofcom）の最高責任者を務めた経験がある。 

 

大臣の顔ぶれが変わっただけではなく、省の再編も行われ、これまでビジネス・企業・規制改革

省が担当していたエネルギー政策及び環境・食糧・農村問題省が担っていた気候変動に関する

政策を管轄する省として、新たにエネルギー・気候変動省（Department for Energy and Climate 

Change）が創 設 さ れた。 エ ネルギー政 策 につ いては、 1974～ 1992 年 ま ではエ ネル ギー省

（Department of Energy）が担当していたが、1992 年に同省が貿易・産業省（Department of Trade 

and Industry）に吸収されたことでこの機能も移管した。さらに昨年のブラウン政権誕生と同時に貿

易・産業省がビジネス・企業・規制改革省に再編され、エネルギー政策も担うようになっていた。 

 

 ブラウン首相はまた、昨今の金融危機に対応するべく、閣僚及び閣外大臣をメンバーとする「国

家経済委員会（National Economic Council）」を創設した。同委は、閣僚会議である「経済開発委

員会（Economic Development Committee）」に取って代わるもので、今後、定期的に会議を行う。 

また、アリスター・ダーリング財務相とピーター・マンデルソン・ビジネス・企業・規制改革相が共同

議長を務め、地域担当大臣（Regional Ministers）1、地域開発公社（RDA）の理事長、企業及び労

働組合の代表者で構成される「地域経済委員会（Regional Economic Council）」も新たに設置され、

3 ヶ月ごとに会議を行うことになった。同委については、地方自治体協議会（LGA）が、構成メンバ

ーに含まれなかったことに不満の意を表明している。 

 

さらに、今回の内閣改造と同時に設置されたもう一つの委員会が、地域担当大臣及びスコットラ

ンド、ウェールズ、北アイルランドの各地域の担当大臣で構成される「地域大臣委員会（Council of 

Regional Ministers）」であり、10 月中旬に初会合を開いた。同委は、リアム・バーン内閣府担当大

臣及びイベット・クーパー財務省主席担当官が共同議長を務め、今後 2 週間ごとに定例会議を行

う。 

 

同委の責務は下記の通りである。 

 

・地域を単位とした公的団体による業務が国レベルで適切に調整されていることを確認す

る。 

                                            
1 政府事務所（Government Offices）の管轄地域で分けられたイングランドの各地域にそれぞれ 1 名ずつ任命されてい

る。 
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・地域における議論に役立てるため、地域担当大臣に対して政策を伝達する。伝達される政

策には、国家経済委員会で合意した戦略も含まれる。 

・地域担当大臣による各管轄地域での業務で集められた情報を、国家経済委員会及び地

域経済委員会に伝達する。しかし、地域担当大臣は今後も従来通り、各省に対して特定の

問題について提起するという役割を担う。 

 

同委はまた、地域関連の一般的な問題について議論するほか、地域経済委員会及び国家経済

委員会に対して提言を行うなど、適切と思われる場合においてその機能を行使する。 

 

 今回の内閣改造の主な内容は下記の通りである。 

 

役職名 担当者名 前職 

ビジネス・企業・規制改革相 ピーター・マンデルソン 欧 州 委 員 会 英 国 代 表 （通

商担当委員）2 

国防相 ジョン・ハットン ビジネス・企業・規制改革相 

エネルギー・気候変動相 エド・ミリバンド 内閣府担当相 

スコットランド相 ジム・マーフィー 欧州担当相 

内閣府担当相 リアム・バーン 移民担当相 

欧州担当相 キャロライン・フリント 住宅担当相 

住宅担当相 マーガレット・ベケット 2007 年 6 月まで外務相。今

回 の内閣 改造 までは閣 僚

ポジションのない一般議員

であった。 

移民担当相 フィル・ウーラス 環境担当相 

エネルギー担当相 マイク・オブライエン 年金改革担当相 

老人福祉サービス担当相 フィル・ホープ 第三セクター担当相 

コミュニティ・地方自治省政

務次官 

サディーク・カーン3 下院院内幹事 

ロンドン担当相 4、雇用・福

祉改革担当相 

トニー・マクナルティ 治安・テロ対策・犯罪対策・

警察業務担当相 

通信・技術・放送担当相 スティーブン・カーター 首相付き戦略担当長官 

上院院内総務 ジャネット・ロイオル 上院院内幹事長 

下院院内幹事長 ニック・ブラウン 下院院内副幹事長 

下院院内副幹事長 トミー・マカボイ 下院院内幹事 

                                            
2 欧州委員会通商担当委員は、これまで上院院内総務を務めていたキャサリン・アシュトン氏が引き継いだ。 
3 パームジット・ダンダ氏から引き継いだ。 
4 これまでロンドン担当相を務めていたテッサ・ジョウェル氏は、オリンピック担当相のポストのみ維持した。 
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【アイスランドの金融危機で地方自治体が預金喪失の危機】 英国 

 

10 月初頭から始まったアイスランドの金融危機は世界各国で大きなニュースとなったが、英国で

は特に、大手銀行ランズバンキ（Landsbanki）傘下のインターネット銀行「アイスセーブ（Icesave）」5

に預けられていた英国人顧客の預金が失われる恐れが生じたことから、人々の強い関心を集めた。

また同時に、ランズバンキを含む同国の銀行に資金を預けていた英国の地方自治体を財政危機

の脅威にさらすという予想外の事態も招き、混乱が続いている。 

 

 アイスランドの金融危機がいよいよ深刻化したのは、10 月 7 日、ランズバンキ銀行がアイスランド

金融監督庁の管理下に置かれ、事実上国有化されてからであった。これと同時期に、顧客に支払

える資金が尽きていた大手行のグリトニル銀行（Glitnir）及びカウプシング銀行（Kaupthing）も、政

府の管理下に入った。 

アイスランド政府が英国人顧客の預金を保護することを拒否したため、財務省は 10 月 8 日、

「2001 年反テロ・犯罪・治安法（Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001）」に基づいて「2008

年ランズバンキ銀行資産凍結命令（Landsbanki Freezing Order 2008）」6を発令し、同銀行の英国

内の資産を凍結した。しかし、同命令によって保護されたのは、個人の顧客の預金のみであり、英

国の地方自治体を含めた企業・組織等の顧客の預金は対象外であった。 

これに続き、地方自治体協議会（LGA）は、同協議会のメンバーである地方自治体の多くがラン

ズバンキ銀行に預金を預けていたことを明らかにした。LGA のマーガレット・イートン議長は 10 月 8

日、ダーリング財務相に書簡を送り、地方自治体の預金も個人の預金と同様に保護されることを財

務相が保証するよう求めた。同議長はまた、「地方自治体は、常に良い格付け評価を受けている信

用度の高い金融機関であると考えてランズバンキ銀行に資金を預けていた」ことを指摘した。しかし

同時に、これらの地方自治体は十分な資金を有し、また複数の銀行に預金を分散させているため、

今回の事態によって、職員の給与や公共サービスの提供に直ちに影響するような切迫した予算不

足に直面している事実はないとも主張した。 

 

LGA は、続く 10 月 9 日にも再び財務省に対し、地方自治体の預金の保護を求めたが、政府か

らその趣旨の発表は行われなかった。LGA はまた、アイスランドの銀行に預金を持っている地方自

治体に対し、ビジネスレイト7の税収の国への納付を遅らせることを許可するよう政府に求めた。この

日、LGA とコミュニティ・地方自治省の代表者はこの問題について協議したが、状況を注意深く見

守り、再び話し合いを行うことで合意するにとどまり、地方自治体の預金保護については意見の一

致に至らなかった。LGA と同省は、協議の後、下記のような共同声明を発表した。 

                                            
5 「アイスセーブ」は、ランズバンキ銀行の子会社であるヘリタブル銀行（Heritable Bank）が英国及びオランダの個人顧

客向けに展開していたサービス。 
6 命令（Order）は二次立法（secondary legislation）の一つ。 
7 オフィスや工場など、居住用資産以外の資産に課せられる税金。地方自治体が徴収し、中央政府に納めた後、中央
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「我々は非常に有意義な協議を行い、今後緊密に連絡を取り合って、来週再度話し合うことで

合意した。政府と LGA は、地方自治体が軽率に行動したことを証明するものは何もないということで

意見が一致した。両者はまた、地方自治体が、投資の安全性と投資に対する見返りとの間で適切

なバランスを取ることを求める財政枠組み8を守っていたと見られるという点でも意見が一致した。

（中略）LGA と政府は今後、状況を注視していく所存である」 

 

 以下に、その後の経過を日付順に記す。 

 

10 月 14 日 LGA はこの日、「アイスランドの各銀行は、国有化直前まで格付け機関から良い評価

を受けていた」との主張のもと、これら機関による格付けシステムについて調査を行うよう政府に求

めた。LGA はまた、アイスランドの金融危機が発生するまで同国の銀行に預金を続けていた地方

自治体に対し、本件に関して独自の調査を行うよう要請した。 

コミュニティ・地方自治省は、地方自治体が財政危機に陥った場合に支援を行うため、地方財

政の専門家で構成される「緊急対応班（rapid resonse unit）」を設置したことを明らかにした。（ただ

し同省は同時に、どの地方自治体からも、直ちに資金不足に陥るとの報告は行われていないとも

指摘した）。 

同省と LGA の 2 回目の協議が開かれ、両者が今後も状況を注意深く見守り、特に、今後資金が

不足する可能性があると述べている 13 の地方自治体について監視していくことで合意した。LGA

はまた、在英アイスランド大使とも協議を行い、英国の地方自治体の預金を優先的に保護するよう

要請した。 

 

10 月 16 日 監査委員会（Audit Commission）はこの日、年間運営資金の 4％にあたる 100 億ポン

ドをランズバンキ銀行及びヘリタブル銀行に預けていたことを明らかにした。同日にはまた、アイスラ

ンドの銀行の流動性（liquidity）について、金融サービス庁（FSA）が今年の 3 月に警告を発してい

たことも明らかになった。FSA は当時、アイスランドの銀行全体の債務は、同国の国民総生産

（GDP）の 3 分の 1 の額に相当すること、及び同国の銀行に預けられた預金は、英国の預金保護ス

キームの対象外にあることを指摘していた。 

 

10 月 17 日 地方自治体、消防当局、警察当局の計 123 の組織が、アイスランドの銀行に合わせて

9 億 1960 万ポンドもの資金を預けていたことが LGA により明らかにされた。 

英国の中央銀行であるイングランド銀行は、ランズバンキ銀行による段階的な事業清算を可能に

し、また英国人顧客の預金を最大限保証するため、同銀行のロンドン支店に対し、最大 1 億ポンド

に上る担保付き短期融資を行うことを申し出た。 

 

                                                                                                                                             
政府が地方自治体に再配分する。 
8 「2003 年地方自治法（Local Government Act 2003）」に沿って地方自治体向けにコミュニティ・地方自治省が発行し
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10 月 21 日 LGA が、調査会社に委託した世論調査の結果を発表し、「地方自治体が、自らが預

かる公共資金を元手に利子収入を得ようとすることは理にかなっている」との意見が 59％に上った

ことを明らかにした。 

 

10 月 22 日 財務省とイングランド銀行の代表者がアイスランドを訪問し、当局と更なる協議を行っ

た。 

 

なお、アイスランドの銀行の資金を預けていた地方自治体は一様に、「2003 年地方自治法

（Local Government Act 2003）」に沿ってコミュニティ・地方自治省が自治体向けに発行しているガ

イダンスに、次のように記されていることを指摘している。 

 

「地方自治体は、地域コミュニティに代わって保有している余剰資金を賢明な方法で投資す

るべきであるというのが政府の方針である。（中略）本ガイダンスは、投資の安全性と資金の

流動性を優先的に考慮することを提案する。しかしこれは、地方自治体が、投資によって得

られる利益を無視すべきであるということを意味するものではない。投資の安全性と流動性の

程度に釣り合った最も高い利益率を求めるのが適切であろう」 

 

10 月 27 日 ジョン・ヒーリー地方自治大臣は、下院で発表した声明で、3 つのディストリクト9が、コミ

ュニティ・地方自治省に対し、資金不足に陥る可能性があると報告してきたことを受け、10 月の第 3

週に「緊急対応班」を派遣したことを確認した。「緊急対応班」との連携作業によって得られた結論

は、これらディストリクトのうち、直ちに財政難に陥りそうなケースはないが、今後、資金が不足した場

合に備え、中期的な対策を立てるべきであるというものであった。 

3 つのディスリクトのうち、ウスターシャー県のワイヤ・フォレスト市（Wyre Forest）は、当面の危機

を避けるため、政府が費用を負担して財政管理について専門家のサポートを受けることになった。

また、エセックス県のアトルズフォード市（Uttlesford）は、政府に対し、「資本化命令（capitalisation 

direction）」10の発行を申請した。 

同大臣によると、更に 9 つの自治体も、短期間の間、公共サービスの提供及び職員への給与支

払いに支障が生じる懸念があることをコミュニティ・地方自治省に報告していたが、同省による調査

の結果、財政状況が不安定になっている例はないことが明らかになった。 

 

また 10 月末には、債権管理庁（Debt Management Office、DMO）11が公共機関向けに提供して

いる定期預金である「債権管理口座預金機能（Debt Management Account Deposit Facility、

DMADF)」を利用した地方自治体全体の預金額は、通常は毎月約 10 億ポンドであるのが、過去 1

                                                                                                                                             
ているガイダンスのことを意味する。 
9 日本の市町村にあたる地方自治体。District。 
10

 地方自治体は、中央政府による「資本化命令」の発行によって、銀行からの資金借り入れまたは土地、建物の売却

によって得た収益を事業費に充てることを許可される。 
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ヶ月の間に 101 億ポンドにも上っていたことが明らかになった。アイスランドの銀行に預けていた預

金の保護を政府から拒否されたため、多くの地方自治体が、より大きな見返りを求めるよりも、安全

性の高い投資先に資金を投入するようになっていることの表れである。DMADF は、格付け機関か

ら AAA の評価を受けており、安全性が高い一方、金利はイングランド銀行の基準金利と同率分し

か支払われない。 

 

また、スコットランドでは、32 の地方自治体のうちの 8 自治体及び 8 つの消防委員会（Fire 

Brigade）のうち 1 ヶ所が、アイスランドの銀行に計 4600 万ポンドを預金していたことが分かった。ま

た、ジム・マーフィー・スコットランド相は 11 月初旬、アイスランドのゲイル・ホルデ首相と、スコットラン

ドの自治体が同国の銀行に有する預金口座の凍結解除に関して協議を行った。 

 

更に、11 月 11 日には、ケント県及びロンドン・バーネット区の代表者が、同県及び同区と、英国

のその他の自治体の預金についてアイスランドの当局に問い合わせをするため、同国を訪問した。

ケント県は、ヘリタブル銀行に預けていた 1800 万ポンドのほか、アイスランドのその他の銀行にも預

金を持っていた。バーネット区は、同国の複数の銀行に 2700 万ポンドを預けていた。両自治体とも、

アイスランド当局によって最終的に回収できる預金額が示されることを望んでいる。 

 

 

【農村地帯での適正価格の住宅供給増に向けた討議文書が発行に】 英国 

 

コミュニティ・地方自治省は 2008 年 10 月 8 日、農村地帯における適正価格の住宅（affordable 

housing）の供給増加を狙いとした政府案について意見集約作業を行うための 2 つの討議文書

（consultation paper）を発表した。自由民主党のマシュー・テイラー議員が今年 7 月、農村地帯で

の適正価格の住宅供給推進の方法について行った見直し作業の結果報告書を発表したのに続く

ものである。 

 

政府は現在、今後 3 年間にわたって、現在の人口が 3000 人未満の小規模コミュニティで新たに

適正価格の住宅を 1 万 300 戸建設するとの目標を掲げている。2006 年 11 月に「都市計画政策声

明書 3（PPS3）」として発表された住宅供給に関する現政府の方針は、必要ならば規制を緩和し、

適正価格の住宅が不足している地域でこれらを建設する土地を確保するため、地方自治体に対し、

地域の住宅需要を評価し、それに沿って土地利用に関する方針を修正することを求めている。また、

地方自治体は、新たな住宅群（housing development）の建設が申請された場合、建築許可が下り

る前の段階で、適正価格の住宅を一定数、含めるよう求めることができるとされている。 

 

また、政府は 2003 年、別宅（second home）に対するカウンシルタックスの割引率を引き下げる権

限を地方自治体に与え、カウンシルタックス支払額が減額されるという別宅所有者の特権を部分的

                                                                                                                                             
11 財務省の執行機関。 
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に撤廃した。2007 年度には、イングランドの 251 の地方自治体がこの権限を利用し、カウンシルタッ

クスの追加税収は総計 1 億ポンドに上った。この追加税収は使途が限定されておらず、必要な場

合は、新規公営住宅の建設に使うこともできる。この制度変更の目的は、別宅所有者が、別宅を持

ち、本宅とは別に使用できるという恩恵を受けると同時に、地域の公共サービスへの資金提供によ

り貢献するよう、制度を変更することであった。 

 

イアン・ライト住宅担当大臣によって発表された討議文書の一つは、深刻な住宅不足に見舞わ

れている農村地帯の特定のエリアを「保護地域（Protected Areas）」に指定し、地元住民に対する

適正価格の住宅の提供を保証するという提案に対し、意見を求めるものである。 

「保護地域」では、新たに「住宅共有スキーム（shared ownership schemes）」が適用されることと

なった住宅では、原則的に個人が完全に所有することはできず、恒久的に、個人と主に住宅組合

（housing associations）が共有することになる。これによって、「保護地域」では、個人が物件を完全

に所有した後に利益目的で転売することが不可能になり、地元住民が自らの居住地域内で引き続

き「住宅共有スキーム」を利用できることが保証される。 

「住宅共有スキーム」は、個人が主として住宅組合と住宅の価値を共有し、自身が所有していな

い分については、住宅組合に家賃を支払うというものである。同スキームはこれまで、低所得者が

最初の持ち家を購入し、家の価値の上昇によって蓄積された利益を利用して別の住宅を購入する

手段として使われてきた。最初は住宅の価値の 25％分しか購入できないが、後に 100％にまで増

やし、完全に自分の持ち家とすることもできる。しかし、討議文書では、保護地域内の「住宅共有ス

キーム」が適用された住宅については、個人が所有できる物件の価値の上限を 80％と定め、100％

所有したい場合は、購入後の売却先を住宅組合に限ることが提案されている。「保護地区」の設置

は、今年 7 月に施行された「2008 年住宅・再開発法（Housing and Regeneration Act 2008）」によっ

て可能になっており、政府の討議文書は、どのエリアを「保護地区」に指定すべきかについても意

見を募っている。 

 

2 つ目の討議文書は、農村地帯における適正価格の住宅の供給増を狙いとして、「コミュニティ

土地トラスト（Community Land Trusts、CLTs）」の設置数を増やすという政府提案に関して意見を

募っている。CLTs は、独立の非営利トラストで、地域コミュニティが、コミュニティの利益のために土

地を所有・運営する仕組みである。CLTs が土地を所有し、個人が住宅を所有することで、土地と

住宅の所有元が切り離される。CLTs は、土地の価格上昇によって得られた利益を、コミュニティの

利益のために再投資する。CLTs の概念は、1950 年代にインドの農村地帯で始まった「ブーダン運

動（Bhoodan movement）」と呼ばれる土地改革運動12から生まれたもので、その後、南米のアフリ

カ・アメリカ系コミュニティにも広まった。 

コミュニティ・地方自治省による同討議文書は、CLTs の成功例として、デボン県の「ホルスワーシ

ー・コミュニティ不動産トラスト（Holsworthy Community Property Trust）」の例を挙げている。同トラ

ストは、所有する土地に建てられていた住宅を買い取り、地域の住民に対し、相場の半分の価格で

                                            
12 土地を余分に所有している村民がこれをトラストに寄付し、トラストはそれらを土地を持たない貧困層に再配分した。 
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売却している。 

「2008 年住宅・再開発法（Housing and Regeneration Act 2008）」によって、CLTs は初めて「非

営利家主（social landlords）」として認識され、政府からの補助金を申請できるようになった。同討

議文書は、農村地域における適正価格の住宅に対する高い需要に応えるための解決策として、い

かにしてより多くの CLTs の設置を奨励するか、特に、いかにすれば住宅共有スキームに関する目

標達成に CLTs を利用できるかについて意見集約作業を行っている。 

 

「農村コミュニティ委員会（Commission for Rural Communities）」13のグレアム・ガーバット最高責

任者はこの件について、下記のようにコメントしている。 

 

「適正価格の住宅の不足は、農村地帯の住民にとって最も切迫した問題であり続けている。これ

によって農村地帯のコミュニティの持続可能性が損なわれ、若者の地域からの流出、住民の年齢

構成の不均衡といった問題がもたらされている」 

 

2 つの討議文書による意見集約作業は 2008 年末まで実施され、コミュニティ・地方自治省は、

「2008 年住宅・再開発法」の規定に沿って、2009 年にこれらの事項についてガイダンスを発行する

予定である。 

 

 

 
【ドイツの地方自治体の財政状況についての年間報告と最近の動き】  ドイツ 
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13 イングランドの農村地帯の住民、及びそこで働く人々のニーズが政府の政策に反映されるよう、独立の立場から政府
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 10 

⌐╟╢⁸ ─ ⌂ ⅜ ↑╠╣╢⁹↓─ ─ ⌐ ↑√ ⅜ ⌂

≢№╡⁸ ⌐≤∫≡│⁸ ─ ─ ⌂ ⅜ ≢№╢⅛╠≤

∫≡⁸ ⅜ ™ ⌐ ⇔≡ ⌂ ⱬכ☻╩ ∆╢ ╩ ╣╟℮≤∆╢

│⅔⅛⇔™⁹ 
╕√⁸ ╣─ ⅜⌂⅔ ⇔≡⅝≡™╢⁹↓╣│⁸ ≢─ ⌂ ╣

⅜ ⇔≡™╢─≤│ ⌂ ≢№╢⁹↓─ │⁸ ⌂ ╖╩ ⅎ≡™╢

⌐⅔™≡│⁸ ⇔™ ⅜ ™≡™╢↓≤╩ ⇔≡™╢⁹ 
♪▬♠≤ ♪▬♠─ ⌐│⁸⅛⌂╡─ ─ ™⅜№╢⁹╛╛ ⇔ ⅞⅛

╙⇔╣⌂™⅜⁸↓╣│⁸ ⌐ ™ ≤ ⌐ ™ ─ ™─ ≤⇔≡ ╢

↓≤⅜≢⅝╢⁹ ♪▬♠─ ≢│⁸ ≤⇔≡ ⅜ ─ ╩

╘╢⅜⁸ ♪▬♠─ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ⌐ ╘╢ │ 3
─ 1 ≢№╢⁹ ♪▬♠─ │⁸ ⅜ ╠╣≡™╢⅜⁸ ♪▬♠─

│ ≢ ─ ╩ ⅎ╢⁹ ⌐ ™ ─ ┼─

│⁸ ≤™℮╙─⅜⁸⇔┌⇔┌№╕╡ ⌐ ↕╣≡™⌂™≤™℮↓≤╩

ⅎ╢≤⁸ ↄ─ ╩ ℮⁹ 
 ─ ≢│⁸ ─ ⅜ ≢№╢⁹2007 ⌐│⁸ │╒╓ ┌™≢№∫√⁹

♪▬♠ ⌐⅔↑╢ ─ │⁸ ♪▬♠ ─ ≢ ∟ ↕╣≡™╢⁹ ♪▬

♠ ─ ─ │⁸ ≤ ─ ⌐╟∫≡⁸ ↕╣√╙─

∞⁹⇔⅛⇔⌂⅜╠⁸ ⌂ │ ∫≡™╢╙──⁸ ≤ ↕╣√

⌐╟╡⁸ ⌐│ │ ⇔∕℮≢№╢⁹∕⇔≡ ♪▬♠ ≢│╟╡ ∆╢∞

╤℮⁹∕╣│⁸ ⌐ ─ ™⌐╟╢∞↑≢⌂ↄ⁸ ♪▬♠ ⌐│⁸ ♪▬♠ ≤

═≡⁸ ─ ⅜ ™√╘≢№╢⁹ ♪▬♠─ ⌐│⁸ ≤⇔≡

⌐ ∆╢ ⅜ ↄ⁸↓─ ₁│ ─ →⌐│ ⇔≡™⌂™⁹ 
 ─ │∕╣∙╣ ⅝ↄ ⌂╡⁸ ⅜ ⌂╢ ⌐ ™⌂

╩ ⅎ╢ ⌐№╢ ╛ │ ⇔≡™ↄ ≢⁸ ⅛≈ ⌂

─ │ ⌐ ≢№╢⁹↓─╟℮⌂ ≢─ ( ─ )⌐≈™≡─ │

∕─╙─⌐≈™≡─ ≤ ∂←╠™ ™⁹ ₁─ ≢─ ─

╖≤ ⁸ ∆╢ ─ ⌐≈™≡─ │⁸ ≤⇔≡ ⌂╢ ─ ⌐

↑√ ╩ ℮ ─ ≢№╢⁹ 
 ⇔√⅜∫≡⁸ ꜠ⱬꜟ≢ ─√╘⌐ ↕╣≡™√ │⁸ ⌐⇔┌⇔┌

─ ≡ ⇔─√╘⌐ ╦╣≡⇔╕℮⁹ ╛ ꜠ⱬꜟ─ ╛ ─ ⇔╩

∂≡⁸ ↄ─ ↕⌂ ╩ ∆╢╟╡⁸ ↄ─ │ ─ ⅝™ ╩◌

♇♩∆╢╒℮⅜ ≢№╢≤ ⅎ≡™╢⁹↓─╟℮⌂ ⌐ ⇔√ │⁸

─ ≢ ─╟╡╟™ ╩ ╘⁸ ⅜ ⌂ ╩

≢⅝╢╟℮⌐∆╢√╘─ ⌂ ⅝≤ ─ ╩ ╘≡™╢⁹ ─ ─╒

≤╪≥│⁸ ─ ⌂ ╩ ⌐ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ╘≡™╢⁹⇔

√⅜∫≡⁸ ⅜╟╡╟™ ╩ ≢ ∟ ╣╢♅ꜗfi☻│ ™⁹ 
 ─ │ ≢⅛⌂╡─ ™⅜№╢⁹ ≈─ ≤⇔≡⁸₈ ₉



 11

Gleichmäßigkeitsprinzip ⅜№╢⁹↓─ │⁸ ┼─ ╩ ⇔

™√ ─ ─ ≤ ─ ≤⅜ ─ ┘ ⌐⌂╢═⅝≤™℮╙─≢№╢⁹

↓╣⌐╟╡⁸ ≢─ ⌂ ─ │⅛⌂╡ ↕ⅎ╠╣╢⁹ ─ │⁸

─ ⌐╟╡⁸ ⁸№╢™│ ⌂ ─ ⌐ ╩∆╢↓≤≢№╢⁹

ꜝ▬fiꜝfi♩הⱪⱨ□ꜟ♠ ⅜ ⌐ ⇔√ ≢№╢⁹◙◒☿fi ╙↓─╟℮⌂⸗♦

ꜟ╩ ∆╢ ⅝╩ ∑≡™╢( 2008 )⅜⁸↓─ ⌐│ ─ ⅜

ⅎ╠╣⁸2015 ╕≢≤ ╩ ⇔≡™╢⁹ fi◕fiꜞכꜙ♥ ⅜╙℮ ≈─⸗♦ꜟ

╩ ⇔≡⁸ ╩ ╘≡™╢⁹∕╣│⁸ ⅜ ℮ ╛ ─☻ⱦכ◘

⌂◖☻♩╩ ⇔⁸∕╣╩ ─ fi◕fiꜞכꜙ♥⁹╢№≢≥↓╢∆⌐ ≢ 2008
1 ⅛╠ ↕╣√ ⇔™ ─ ⅜ ╩ ╘≡™╢⁹⇔⅛⇔⁸

─ ╩ ⌐ ∆╢─│ ╘≡ ⇔™⁹ ─ ╩ ⌐∆╣┌⁸

№∫√ ─ ∞↑╩ ⇔⁸ │ ≢№∫√⅜⁸ ⅜⌂⅛∫√√╘⌐ ╦╣⌂⅛

∫√ │ ↕╣⌂™⁹ ⌐ ⅜ ≢№∫√↓≤│╟ↄ ╠╣≡⅔╡⁸

─ │╟ↄ₈ ─ ₉⌐∆⅞⌂™≤ ╠╣≡™╢⁹╕√⁸ │⁸ ╛ ◘

╩♩☻◖─☻ⱦכ ∆╢≤™℮ ⌂ ⌐╟╢ ─ ╩ ∆╢↓

≤≢⁸ ╠─ ╩ ↕∑⁸ ⌐ ⌐ ↕╣╢═⅝ ╩ ⌂ↄ∆╢

⅜№╢⁹ 
 ╕√ ╩ ╘≡™╢─│ Konnektivitätsprinzip ≢№╢⁹↓─

│⁸ ╩☻ⱦכ◘╛ ∆╢ │⁸ ╙ ∆╢ ⅜№╢≤™℮╙─≢№╢⁹≤™

℮─│⁸ ─ ╩ ╘╢ ⌐⅔↑╢ ─ ╣≢№╡⁸≈╕╡ ≤

│ ∂ ⌐╟╡ ╦╣⌂↑╣┌⌂╠⌂™≤∆╢⁹1998 ⅛╠⁸∆≢⌐↓─ ⅜

№∫√ │↓╣╩ ╕√│ ⇔⁸5 │ √⌐↓╣╩ ⌐ ╡ ╪∞⁹∕⇔≡⁸

2006 ⌐ ↕╣√ 1 ⌐╟╡⁸ │ √⌂ ↑╛ ⁸

╕√│ ⌐ ∫≡ ⌂ ⅜ ∆╢ ─ ╩ ⌐ ≢⅝⌂ↄ⌂

∫√⁹⇔⅛⇔⌂⅜╠⁸ ⌐│ ≤ ≤⅜ ⇔⁸ │ ⌐

╩ ⇔ ↑╢↓≤⅜ ≢╙ №╢⁹↓─╟℮⌂ ╩ ⅝╛∆™ │⁸ ╩ →╣

┌⁸ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ↄ ⇔√╡⁸╕√│ ⌂ ╩ ⌐

⇔√╡∆╢↓≤≢№╢⁹ ⁸ⱡꜟ♩ꜝ▬fiה►▼☻♩ⱨ□כ꜠fi ⌐⅔™≡⁸↓─

╩ ≤⇔√ ≈─ ⅜ ≢№╢⁹ 
 ⇔⅛⇔⁸↓─╟℮⌂ ⅜ ↕╣╢ ╙№∫≡⁸ ─ ─ ⅜

⌐ ╓∆ ─ ⌐≈™≡─ ⅜⌂™⁹∕─ ─ │ ╠ↄ♪▬♠─

─ ⁸ ─ ╕≢⌐│№╢ ╠⅛⌐⌂∫≡™╢⁹⇔⅛⇔⁸

⌐ ⅜ ╕⇔ↄ⌂™ ⌐│↓─ ⇔™ ⌐ ⇔≡ ⌐ ™ ⌐№╢⁹

⅜ ⇔™ ↓∕⁸ ה ⅜ ≢№╢⁹ 
 ⇔⅛⇔⁸ ⌐╟╢ⱪꜝ☻─ ≤⇔≡⁸♪▬♠─ ꜠ⱬꜟ≢─ ─

⅜ ↕╣⁸ ↕╣√↓≤⅜№╢⁹♪▬♠≢│ ─ ⅜ ⌐ ⅛

∫√⁹⇔⅛⇔∕─ Sparkassen ⌐ ∆╢ ╛ EU ─ ⅜

│ ⅛∫√─∞⅜⁸ ™⌐╙ ╕≢ ⅝ ╢↓≤⅜≢⅝⁸ ⌐⌂∫≡⁸∕─ ⅜
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↕╣√⁹ ꜠ⱬꜟ─ │⁸ ⅜ ↕™√╘⁸▪ⱷꜞ◌≢ ╕∫√

─ ⌐│ ⇔⌂⅛∫√⅛╠∞⁹ ─ ≢│⁸ ╩∕─

⌐ ∑≡™√≤↓╤│⁸ ─ ⌐╟╢ ─ │⌂™⁹╗⇔╤⁸

│ ≢№╢ ≤™℮ ⅜№╢√╘⁸ ⅛╠ ⅜ ╣≡™╢ↄ╠™∞⁹ 
 ⇔⅛⇔⁸ ⱶכ◐☻ה☻כꜞ Cross-Border-Leasing ⌂≥ꜞ☻◒⅜ ™ ⌐

╠ ⇔≡™╢ ⌐≤∫≡│ ⅜ ≢№╢⁹ ™ ⁸№╢™│ ⌐ ⅜№

╢─│ ⅛≢№╢⁹ ⱶ│⁸כ◐☻ה☻כꜞ ⌐№╢ ≢⁸ ⁸

⁸ ─▬fiⱨꜝ ╩▪ⱷꜞ◌─ ⌐ ∆≡⇔⧵⁸⇔☻כꜞ

☻כꜞ⌐← Ᵽ♇◒∆╢☻◐כⱶ≢№╢⁹▪ⱷꜞ◌ ─ ─☻כꜞ ↑ │⁸↓─ ⌐≈

™≡ ─ ╩ ≢⅝╢√╘⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝⁸∕─ ⇔√

╩ ≤⇔≡⁸ ⌐ ℮⁹∕─ ─ │ ⅛╠ ∂╢ ─ ⁸

⌐ Early-Buy-Out-Option ─ ⌐ ⌂ ─ ™⌐№≡╢√╘⌐

╛ ⌐ ↕╣╢↓≤⌐⌂╡⁸30 ⁸40 ⌐∕─ ↕╣√ ≢ ╩

™ ⅜ⱶכ◐☻⌂℮╟─↓⁹∆ 1995 ⅛╠ 2004 ╕≢─ ⌐ ⇔√─∞⅜⁸

2004 ⌐│▪ⱷꜞ◌ ─ ⅜ ╦╡⁸ ≤⌂∫√⁹ ╙ꜞ☻◒⅜№╢↓≤│ ╠

╣≡™√⅜⁸ ↄ─ │ ⇔™ ≢№∫√√╘⁸ ─ ⌐ ╖ ∫√⁹ ─

⅜ ⅝ↄ⌂╢╒≥⁸ꜞ☻◒╩ ╢ ⅜ ↄ⌂∫≡™√⁹↓─☻◐כⱶ╩ ⅛

⇔≡⅝√ ⁸ │ ⌐ ⅎ√ ⌐ ≢ ⅜⅛⅛╢↓≤⅜ ╠⅛⌐⌂∫

√⁹∆═≡─ ╛ ┼─ ⌐≈™≡▪ⱷꜞ◌ ≤ ∆╢⅛⁸ ⌂ↄ≤╙╛╡≤╡

∆╢↓≤⅜ ≢№╡⁸∕─√┘⌐ ⌐ ⇔ ─╙꜡כꜚ ⅜⅛⅛╢⁹╕√⁸

ↄ─ ☻כꜞ ◌ꜞⱶ│⁸▪ⱷכ◐☻ AIG ╩ ∂≡ ⅜⅛↑╠╣≡™

√⁹AIG │⁸ ╛ ≢⁸▪ⱷꜞ◌ ─ ╩fiכ꜡⌂ ↑≡™╢⁹⇔√⅜∫≡⁸

AIG ─◖☻♩⅜ ↄ⌂╡⁸∕─◖☻♩╩ ⅛╠ ╢↓≤⌐⌂╢√╘⁸ ↄ─♪▬

♠─ ⌐≤∫≡╙ ─◖☻♩⅜╙∫≤ ↄ⌂╢↓≤╩ ∆╢⁹ 
 ╕√⁸ ─ ─√╘─ ╩ ⅛∫√ ⅜ ∆╢ ⅜№╢⁹↓

─ ⁸ ╕√│∕─ ⅜ ≤⌂╡⁸ │ ╠─ ╩ ™ ∆√╘

─ ╩╙℮ ∆╢│╘⌐⌂╢⁹∕↓╕≢⌐│ ∫≡™⌂™⅜⁸≥─ ⌐

⌐≥─ ⅜№╢⅛│ ™ ⌐ ╠⅛⌐⌂╢⁹ⱬꜟꜞfi⁸∕⇔≡ⱡꜟ♩ꜝ▬fiה

►▼☻♩ⱨ□כ꜠fi ─ ◄♇☿fi⁸▪כⱫfi⁸Ⱳכⱥ▲ⱶ⌂≥│ ⅜№╢⌐ ™⌂

™⁹   
 

 
Der Städtetag 5/2008 (bi-monthly; Sep. 2008); ‚Gemeindefinanzbericht 2008: Reiche 
Städte, arme Städte – die Verantwortung der Länder’ p. 5 - 84 
Der Spiegel im Internet 13.10.2008, ‘Geschäfte mit den Caymans’ 
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,583559,00.html 
N24 – Internet Nachrichten 1.10.2008, ‚Finanzkrise trifft Kommunen und Städte’ 
http://www.n24.de/news/newsitem_3922216.html 
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http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2008/10/14/loke_01.xml 
Landtag von Baden-Württemberg, Anfragen der FDP/DVP; SPD über 
Cross-Border-Leasing in BW 
http://www.landtag-bw.de/dokumente/initiativen/initiativen.asp?Drs=14_3313 
http://www.landtag-bw.de/dokumente/initiativen/initiativen.asp?Drs=14_3371 
 
 
 
【ドイツにおける地方自治体の構造改革：郡改革】 ドイツ 

 

ポツダム大学地方自治研究所  

イエンス・テッスマン 

 
1 ≤  

≤⌂∫≡⅔╡ ╙ ↄ≤ ↕╣╢ ⁸ ┘⌐ ⌐⅔↑╢

╩ ↑≡⁸ ─ ⅜ ┘ ⌂ ≤⇔≡ ╡ →╠╣≡™╢⁹

⌐ ♪▬♠─ ─ ╣√ ⅜∕℮∞⅜⁸ ≢ ♪▬♠⌐⅔™≡╙ ─ ╣≡

™╢ │∕─ ≤⌂∫≡™╢⁹↓╣⌐ ∆╢ ≢│ ─ ╛ ⌐╟╡⁸ ─

⅜ ⌐ ∆╢ ⅜№╢⁹№╢ ⌐╟╣┌⁸ ⌐⌂╢≤↓╤╙≢≡ↄ╢≤™℮⁹

∕℮⌂╣┌⁸ ⇔ↄ≢⅝╢ ─ ┘ │⁸2 ⌐ ∆╢↓≤≤⌂╢⁹

⌐ ∆╢ ⌂ kreisfreie Städte │⁸ →≤⌂╡⁸ ↕╣√ ⌐

↕╣╢⁹ ⌐ ⅝⁸ ꜠ⱬꜟ⌐⅔™≡╙⁸ ∕─╙─≤ ⌐⅔↑╢

⅜↕╠⌐ ↕╣⁸ ─ ╙ ≤⌂╢ ╖≢№╢⁹ 
─ │⁸ ⌐ ─ ┘ ┼─ ⌂ ≤

⇔≡™╢⁹ ╩ ⅎ√ │⁸ │ ─ ≢№╢ ⁸∕⇔≡ ╩ ⌐

℮↓≤⌐ ⇔⁸ │ ⌂ ╡ ─ ╩☻ⱦכ◘⌂ ∆╢↓≤≢№

╢⁹ 
 ─ ┘ ⌐╟╡⁸ ╩ ⌐ ⇔⁸ ─⌂™ ╩ ∆

╢↓≤⅜ ≢№╢⁹ ⌐ ∆═⅝│⁸ ≤ ─ ≢№╢⁹

─ ⁸ ⁸ ≤ ─ │⁸ ⌐╟∫≡ ⅜№╢╙──⁸ ─

│ ∫≡™╢⁹≈╕╡ ─ │⁸ ⌐⅔↑╢ zentraler Ort
≤∕╣╩ ∆╢Ⱡ♇♩꞉כ◒⌐ ◓fi♬כ♂√∫ ≢№╢⁹╕√ ─ │⁸

↓╣╕≢ ↕╣≡⅝√ ╩⁸ ⌐ ℮╟℮⌐ ╘╢↓≤≢№╢⁹

↓╣⌐╟╡⁸ ≢ ↕╣≡⇔╕℮ ≤◖☻♩╩ ⌐ ⅎ⁸ ╩ ⇔⁸

─ ╩ ∆⁹ 
  
 2 ⁸ ≤  

─ ╙ ⌂ │⁸ ─ ⁸ ┘⌐
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≢№╢⁹ ⅜ ╦╣≡™╢ │ ⌐⁸ ∆╢ ─ ה

⌐№╢ ─ ≢╙№╢⁹ │⁸ ┘ ─

≤ ↄ ⇔≡⅔╡⁸∕℮™∫√↓≤⅛╠⁸ ⌐ ─ ≤⌂╢⁹ 
 ─ │⁸ ─ ⁸ ┘ ─ ≢№╢⁹∕─ ⌐

→╢ ≤⇔≡⁸ ⁸ ( )⁸ ⁸ ─ ≤ ⌐╟╢

⅜№╢⁹ ╩ ⌐∆╢ ⌂ │⁸╒≤╪≥ ⌂ↄ

⅜ ╩ ∆╢⁹ ─ 28 ┘∕╣∙╣─ ⌐ ↕╣≡™╢ ≤

│⁸ ≤⇔≡─ ∕─╙─⅜ ≢№╡⁸ ₁─ ≤⇔≡─ ⌐

∆╢ ≢│⌂™⁹ 
√∞⇔⁸ ─ ⌐│ ⅜№╡⁸∕╣⌐ ⇔≡│ ⌐ ╩ ℮ ⅜

№╢⁹ ⅛╠─ ─ ⌐ ∆╢ ⌐│⁸ ⌐ ⌂ ≠↑⅜ ∞⁹

⌐ ≠ↄ │⁸ ⅜ ≢⅝⁸ ⌂ ⅝╩ ╪∞ ⌐∞↑

≤⌂╢⁹∕─ ⅝≤™℮─│⁸ ─ ╩ ℮ ─ ⌐╟∫≡

↕╣╢╙─∞⁹ ╩ ⇔≡™╢ ⌐│⁸ ─ ⌂ ╛

─ ⌐≈™≡⁸ ™ ⌂ ⅜ ≤↕╣╢⁹ 
♪▬♠⌐⅔↑╢ ─ ⌐│⁸ ≤ ⅜№╢⁹╙℮

⇔ ™ ≢│⁸ ─ ─ ╙ ╕╣╢⁹ ⅎ┌ ╩ ⇔≡™

╢ ⁸≈╕╡ Samtgemeinde,Verbandsgemeinde, Amt ≤

┌╣╢ ╛ ⌐ ⇔≡─ ─ ⅜↓╣⌐ ∆╢⁹↓─╟℮⌂

─ ─ ⌐ ∆╢ ─ ≤ ─ ⅝│⁸

╛ ─ ╟╡ ↕╣≡™╢⁹ ─ ─ │⁸ ⁸ ⁸

┘ ≢№╢⁹ ─ │⁸ ─ 4 ⌐ ↑╠╣╢⁹ 
ᵑ ⅜ ≤⌂∫≡™╢ ─  
ᵒ ╖╩ ∆╢√╘─ ─  
ᵓ ⌐ ≠ↄ ⸗♦ꜟ ⸗♦ꜟ─  
ᵔ ─ ≤ ( ) 

─ ╩ ℮⌐№√∫≡⁸ ⌐⅔™≡│⁸ ♪▬♠≢ 1970 ⌐ ╦

╣√ ─ ┘⌐ ─ ≢⁸ ╩ ↕∑√⁹∕─ ⌂ │⁸

₈ ₉≤₈ ₉⌐ ↕╣╢⁹ ─ ╩ ╢√╘─₈ ₉│⁸ ⁸◖

☻♩⌐ ∆╢ ≤ ─ ╩ ∆╢⁹₈ ₉│⁸ ╛ ╩ ⅎ√

─ ╩ ┘ ↑╢ ╩ ⇔≡™╢⁹∕─ ≤⇔≡│⁸ ─

⌐ ∫≡™╢↓≤ ⌐ ™↓≤ ⁸ ≤⇔≡ ⌐ ≢⅝╢↓≤

≤▪▬♦fi♥▫♥▫כ ⌐ ⇔≡™╢↓≤ ⅜ →╠╣╢⁹ 
≤ ⁸≈╕╡ ≤ ≤─ │⁸ ⁸ ⌐ ─ ≢│⁸

⌐№╢≤ ⌂↕╣≡™╢⁹∕╣⌐╟╣┌⁸ ─ ╩ ╘╢√╘─

╖ ╩ ∆╣┌⁸ ⌐ ╩ ╘╢↓≤≤⌂╢⁹√∞⇔ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸

╩ ↕∑⁸∕╣⌐╟╡ ≤⌂∫√ ⅛╠ ─ ╩ ≢⅝╢≤

™℮↓≤⌐≈™≡│⁸ ⅜ ⌂™⁹╕√⁸ ∆╢ ─ ⌐╟╡⁸ ─
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⌐⅔↑╢ ┘ ⌐ ⅜╙√╠∑╢↓≤│ ↄ ↕╣≡™╢⁹ 
⇔⅛⇔↓↓≢ ≤⌂∫≡™╢─│⁸ ⅛╠ ╕≢─ ─ ≤∕╣⌐

℮ ≤─ ⌂ ⁸ ┘⌐₈ ₉≢№╢ Überschaubarkeit
─ ≢№╢⁹≈╕╡⁸ ⅜ ⅛╠ ╡ ↕╣╢ ╣╙≢≡ↄ╢⁹ ─

⅜╙∫≤ ╩ ╘⁸ ∆╣┌⁸ №╢ ─ ─ ה ⌂

⌐ ╩╙√╠∆↓≤⌐╙⌂╢∞╤℮⁹╕√⁸ ⅜ ↄ⌂╣┌⁸ ╩ ↕∑

╢ ╩ ╖ ∆↓≤│ ⇔™⁹╙∫≤╙↓─╟℮⌂ │⁸ ⌂╢ ─ ⌐№╢

╛ ╩ ⇔≡⅔╡⁸ ⁸ ⌂ ⌐ ⇔≡╙ ≢№╢≤│ ╘≡

™⌂™⁹ ∫≡⁸ ─ ⌐│ ⌂ ⅜ ╢↓≤≤⌂╢⁹ 
 

3 ─ ─  
⌐⅔™≡│⁸ ↄ ∆╢ ─ ╟╡╙∫≤ ™ ⁸ ⌂ ⅜ ─

≤⇔≡ ⅎ╠╣≡™╢⁹⇔√⅜∫≡⁸₈ ₉─ │ ╙ ⌂ ⸗♦ꜟ≤

⇔≡ ≠↑╠╣≡™╢⁹↓─⸗♦ꜟ⌐╟╡⁸ ─ ⅜ ↕╣⁸ ₁─ ─

⅜ ─ ⌐ ↕╣╢⁹∕╣⌐╟╡⁸ ─ kreisfreie Städte
│ →≤⌂╡⁸₈ ⅝™ ₉≤⇔≡ ╕╣ ╦╢↓≤≤⌂╢⁹⇔⅛⇔⁸ ─

┼─ ╛ ─ ┼─ ⅜ ↓╡⁸╕√ ⅜ ™ ─ ╩ ⇔

√√╘⁸ ╦╡⌐ ─ ╩ ∆ ─⸗♦ꜟ⅜ ↕╣√⁹↓─⸗♦ꜟ≢│⁸

─ ⌐ ℮ ⌂ ≤ ─╖⅜ ↕╣≡™╢─≢⁸ ─ ⅜ ⌐

╢↓≤│⌂™⁹ №╢ ─ ⅜☻♃כ♥☻─⧵⁸│ ↕╣╢↓≤≤⌂╢⁹ 
⌐╟∫≡│⁸ ⌂ │↓─⸗♦ꜟ─ ≢ →─ ⅜№╢∞╤℮⁹

╩ ∆╢√╘⌐│⁸ ─ ⸗♦ꜟ⌐╟╢ ╩ ℮ ⁸ ⌐⅔↑╢

⅜ ≤⇔≡ ≢№╢⁹ 
ⱷ◒꜠fiⱩꜟ◒הⱨ◊▪ⱳfiⱷꜟfi MW ≤◦ꜙ꜠☻fl▫ⱥהⱱꜟ◦ꜙ♃▬fi SH

│ ─⸗♦ꜟ╩ ∆╢≈╙╡≢ ╩ ╘≡™√⁹MW ≢│⁸2006 ⅛

╠ ≤∕─ ⅜ ─ ╛ 2009 ╕≢─ ⌐⅔↑╢ ╩

⇔≡™√⁹⇔⅛⇔⁸↓─ ─ │ 2007 7 ⌐ MW ─ ─ ≢

↕╣√⁹ 
⌐⅔™≡ ≤⌂∫√─│⁸ ─⸗♦ꜟ╩ ↕∑⁸ ─⸗♦ꜟ╩ ⇔

⌂⅛∫√↓≤≢№╢⁹ ─ ┼─ ─ ≤ ─ ─ ⅜╙√╠

∆ ╩ ⇔⁸∕╣╒≥ ≤⌂╠⌂™ ⸗♦ꜟ╛ ⌂ ─ →

⌐≈™≡╙∫≤ ⌐ ↕╣╢═⅝≢№∫√⁹↓─ ─ │⁸ ♪▬♠─

⌐⅔™≡⁸ ⌂ ≢№∫√⁹ ─ ╩ ⇔≡™╢ ─▪▬♦▫▪

│ ⌐ ≡╠╣√╦↑≢│⌂™⅜⁸ ⌐ ↑≡ ⌐ ╩│∂╘⁸ ╩

⌐ ∆↓≤≤⌂╡⁸ ≤⇔≡ ─ │ ⌂ↄ≤╙ ≤⌂∫√⁹ 
─ ≢│⁸ ╛ ─ ╩ ↑⁸ ⌂ ┼─ ⅜ ≡⅝≡™

╢⁹∕╣│₈Ɑ▪ ⸗♦ꜟ₉≤ ┌╣≡™╢╙─≢№╢⁹◙◒☿fi ≤◙◒☿fiה▪fiⱢꜟ

♩ │ ↓─ ╩ ⇔√⁹2007 ⌐ ⌂ ⅜◙◒☿fiה▪fiⱢꜟ♩
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≢ ↕╣⁸2 ≈─ │∕─╕╕ ↕╣⁸3 ≈∏≈─ ⅛╠ √⌐ 2 ≈─ ⅜ ↕╣⁸

∕⇔≡ 6 ≈─ ⇔™ │ 2 ≈∏≈ Ɑ▪ ─ ⁸╕√│ ─ ⅛╠ ⇔™ ⅜ ↕╣

√⁹◙◒☿fi ⌐⅔™≡│⁸2008 1 ⅛╠ ⅜ ≢№╡⁸↓↓≢│ 4 ≈─

─ ⁸3 ≈─ ─ ⁸ ≤ ─ ⁸ ┘⌐ ≈─Ɑ▪ ≤ ⁸ ≤

─ ⁸╕√│ ≤ ⅜ ╦╣√⁹ 
↓─╟℮⌂ ⌐№╢∆═≡─ ⌐ ╢ ≤™℮ ≢│⁸ ─ ⌐⅔™≡

╙ ⌐ ↕╣√ ⅜∆≢⌐ ╦╣≡™√⁹↓─ ─ │⁸ ─ ⌐

∆╢ ─ ╩ ∆╢↓≤⌐№∫√⁹╒≤╪≥─ ⁸∕╣│ ≤∕─

Umland ≤─ ⌐╕≈╦╢↓≤≢⁸ ─ ≤⇔≡│⁸ ≤ ╡─

╩◌Ᵽכ∆╢ ⅜ כ▫♥◦₈╡╟⌐ fi₉ꜛ☺כꜞ Stadtregion ╩ ∆╢↓

≤≢№╢⁹ ↄ─ ⁸ ≤∕─ ╡⌐│ ─ ה ─√╘─ ⅜

⇔≡™√⅜⁸∕╣⅜ ≤⌂╡⁸ ⇔™ כ▫♥◦╢⌂≥ ─fiꜛ☺כꜞ ⌐

∫√⁹↓─╟℮⌂ ⇔™ │⁸ ≤⇔≡⁸ ≤∕─ ─√╘

⌐ ⌂ ╩ √∆⁹ 
כ▫♥◦ │fiꜛ☺כꜞ ⌐⁸ ─ ꜠ⱬꜟ⌐╙ ⇔⁸ ≤ ─ ⌐№╢⁹

∫≡⁸ ⌂ ↑╙ ≤ כ▫♥◦⁹╢№≢ ℮™≥fiꜛ☺כꜞ ⇔√

─ ⌐ ╢╕≢│⁸ ─╟℮⌂ ⌂ ⅜ ⇔≡™√⁹

↓─╟℮⌂ ⌐⅔↑╢ ╛ ⌂≥↕╕↨╕⌂ ╩ ∆╢

√╘⁸╕√ ─ ╩ ∆√╘⌐ ─ ⌐ ∫√⁹ 
כ▫♥◦─↓ ─fiꜛ☺כꜞ ⸗♦ꜟ≤⇔≡⁸ ⌐ 2001 ⌐≢⅝√Ɫⱡכⱨ□כ─◦♥

כ▫ fiꜛ☺כꜞ Region Hannover ⅜ fi☿◒◙כ♄כ♬⁹╢╣╠→ ─ ≢№╢

Ɫⱡכⱨ□כ │⁸Ɫⱡכⱨ□כ ≤ Ɫⱡכⱨ□כ ─ ⅛╠ ↕╣⁸Ɫⱡכⱨ

כ□ ≤Ɫⱡכⱨ□כ ⅛╠ ↕╣√Ɫⱡכⱨ□כ Kommunalverband 
Großraum Hannover │ ≤⌂∫√⁹↓─⸗♦ꜟ≤ ∫√ ─ ⌐⁸2008

1 1 ⌐ ꜟכ◙√╣↕ Ⱪꜟ ♇◔fi Regionalverband 
Saarbrücken⁸◙כꜟꜝfi♩ ≤ 2009 10 ⌐ כ▫♥◦הⱫfiכ▪─ כꜞ

☺ꜛfi Städteregion Aachen⁸ⱡꜟ♩ꜝ▬fiהfl▼☻♩ⱨ□כ꜠fi ⅜№╢⁹ 
Ɫⱡכⱨ□כ▪≥כⱫfi─◦♥▫כ fiꜛ☺כꜞ ─ Ⱪꜟ♇◔fiꜟכ◙⁸⌐℮╟─

─ ≢│⁸ ─ ─ │ Ⱪꜟ♇◔fiꜟכ◙⁸∏╣↕≥ ≤ ─ ⅛

╠ Ⱪꜟ♇◔fiꜟכ◙√╣↕ Stadt(umland)verband Saarbrücken
─ ╩ ← ≤ ≠↑╠╣√⁹ 
↓─ ─ ≢⁸ ≤ ≤─ ₁⌂ ╛ ─ ╩ ∆╢√╘⌐⁸

כ▫♥◦─ ⅜fiꜛ☺כꜞ ↕╣╢↓≤⌐⌂╢─⅛≥℮⅛││∫⅝╡⇔⌂™⁹ ─

⌐╟╢ ⁸╕√│ ─ ⅜№╢√╘⁸↓─ ─ │⁸ ╠ↄ

⌂™ ≤∕─ ∞↑⌐ ╠╣╢↓≤⅜ ↕╣╢⁹ 
─ ─ ─ ≢⁸ fi☿◒◙כ♄כ♬⁹╢№╙☻כ◔⌂ ⌐№╢ꜞꜙⱱהכ

♄fiⱠfiⱬꜟ◒ │⁸ ⁸ ⌐ ⇔™ ⌐№╡⁸ ⅜ ⅎ ↑≡™√⁹

∕↓≢ ─ ≤⇔≡⁸ ╩ ⇔⁸ ─ ∆═≡╩ ⌐ ⇔⌂™
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⌐ ∆╢↓≤⅜ ↕╣√⁹∕─√╘⌐│⁸ ─ ─ ⌐⁸ ⌐ ∆╢∆═≡─

≤ ─ ⅜ ≢№∫√⁹⇔⅛⇔ ─ ╙№╡⁸↓─ │

↕╣√⁹ ≢│⁸ ─ ⸗♦ꜟ≤⇔≡⁸ ≤∆═≡─ ≤ │⁸

⌐ ╩ ∆╢≤™℮ ⅜ ╘╠╣≡™╢⁹ 
⌐│♪▬♠─ │⁸ ┘ ╩ ≡⁸ ⅜ ↕╣╢↓≤≤⌂╢⁹

─ ⌂ ╩ ╘╢ ⌂ ≢│⁸ │♪▬♠─ ⌐⅔↑╢

⌂ ≢№╢ ≤ ─ ─ ≤⇔≡⁸ ≤ ╩ ℮↓≤≢∕─

⅜╟╡ ↕╣╢↓≤≤⌂╢⁹ 
↓╣⌐╟∫≡⁸ ┘ ─ ⌐╟╢ ⅜ ─☻ⱦכ◘⁸╣↕ ≤

⅜ ↑╠╣╢╟℮⌐⌂╢⁹♪▬♠⌐⅔↑╢ │⁸╟╡ ⅛≈ ≤⌂╢⁹

─ ⌐⁸ ─ ⌂ ╙╕√ ↕╣╢⁹∆≢⌐ ⇔≡™╢♪

▬♠─ ─⸗♦ꜟ│⁸ ─ ─ ≤⇔≡ ↕╣╢↓≤

⌐⌂╢∞╤℮⁹ 
 
 
♪▬♠─ ─ ─ ≤ ⅜ ╦╣√ ─╖  
 

⅜№∫√  ─   
     

14 38 38 0 0 
15 31 31 0 0 

16 6 6 0 0 
 21 11 10 52 

 22 10 12 45 

 
12 ? ? ? 

 11 ? ? ? 
 323 301 22 7 

: ⌐╟╢ 
 
 

                                            
14 Ɫⱡכⱨ□כ▫♥◦הכ │fiꜛ☺כꜞ ─ ≢⁸ ─ כ♬⁹╢№⌐

fi☿◒◙כ♄ ─ ⌐│⇔√⅜∫≡ ⅜⌂™⁹ 
Ⱪꜟ♇◔fiꜟכ◙ 15 ─ ─ │ ≤ Ⱪꜟ♇◔fiꜟכ◙⁸╡№≢

─ ♩fiꜝꜟכ◙⁸≡∫⅜√⇔⁹╢⌂≥╡╦ ─ ⌐ │⌂™⁹ 
כ▫♥◦הⱫfiכ▪ 16 fi│⁸ꜛ☺כꜞ ≤ Ⱬfiכ▪⁸╡№≢∂ ─ ╦╡≤⌂╢⁹⇔√

⅜∫≡⁸ⱡꜟ♩ꜝ▬fiהfl▼☻♩ⱨ□כ꜠fi ─ ⌐ │⌂™⁹ 
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♪▬♠─ ≤ ┘ ─  
 

    
 

  

 

  
 

  
 

   ─  
 4 1,110 9 35 250,726 986 254 

 7 2,056 25 71 126,179 964 131 
   420 4 14 155,030 2,054 75 

 3 426 5 21 224,587 971 231 

   849 6 12 99,311 1,888 53 
   1,024 8 38 189,036 1,200 158 

 5 396 23 31 343,470 1,000 343 
   2,306 12 24 126,878 783 162 

   52 0 6 175,413 428 410 
 3 510 3 10 297,587 1,757 169 

   1,039 3 11 178,244 1,806 99 
   1,125 4 11 201,771 1,389 145 

   992 6 17 104,952 903 116 
 22 12,305 108 301 190,245 1,241 181 

: ≤ 2006 12 31 ; ◙◒☿fi 2005 6 30
∕─ ≤ ⅛╠─ ⁸2008 9 18  

 
 

 
¶ Deutscher Landkreistag, 2006, Landkreise im Prozess der Verwaltungsreformen – 

Positionsbestimmung des Deutschen Landkreistages. Band 58, 3. 
¶ Gebhardt, Ihno, 2006, Das kommunale Selbstverwaltungsrecht. 

Verfassungsrechtliche Maßstäbe und verfassungsrechtliche Maßstabsbildung für 
kommunale Gebietsreformen, staatliche Aufgabenverlagerungen und 
Ausgestaltungen des kommunalen Finanzausgleichs. 

¶ Gesetz zur Bildung der Städteregion Aachen vom 26.02.2008, GV NRW, S. 162. 
¶ Gesetz zur Kreisgebietsneuregelung in Sachsen-Anhalt (LKGebNRG) vom 

11.11.2005, GVBl. LSA Nr. 60/2005, 692ff. 
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¶ Innenministerium Schleswig-Holstein, 2008, Reform der Kreisebene, 
http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/KommunalesSport/KommunaleVerwaltun
gsreform/ Kreisebene/kreisebene__node.html__nnn=true vom 17.07.2008. 

¶ Kommunalselbstverwaltungsgesetz Saarland, Gesetz Nr. 788 vom 15.01.1964 in 
der Fassung vom 27.06.1997, Amtsblatt S. 692, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14.05.2008, Amtsblatt S. 1346. 

¶ Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, 2004, Gesetz zur Modernisierung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern. Entwurfsfassung. 

¶ Lange, Klaus, 1968, Die Organisation der Region, 304ff. 
¶ LVerfGE M-V, 2007, 09/17-06, 44ff. 
¶ Meyer, Hubert, 2006, Regionalkreisbildung: Länder zu Landkreisen? In: DÖV, 

929ff. 
¶ Norddeutscher Rundfunk (NDR), 2006, Auflösung des Landkreises 

Lüchow-Dannenberg gescheitert, 
http://www1.ndr.de/ndr_pages_std/0,2570,OID2331764_REF_SIX9,00.html, 
Meldung vom 23.02.2006. 

¶ Pappermann, Ernst/Stollmann, Frank, 1993, Kreisgebietsreform in den neuen 
Bundesländern: Kriterien für den Zuschnitt des Kreisgebietes und die 
Bestimmung des Kreissitzes. In: NVwZ, 243. 

¶ Priebs, Axel, 2002, Die Bildung der Region Hannover und ihre Bedeutung für die 
Zukunft stadtregionaler Organisationsstrukturen. In: DÖV, 144ff. 

¶ Ruge, Kai, 2005, Verwaltungsreformen in den Bundesländern. In: Der Landkreis, 
514ff. 

¶ Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz – SächsVwNG vom 29.01.2008, 
SächsGVBl., Jg. 2008    Bl.-Nr. 3, 138. 

¶ Schmidt-Eichstädt, Gerd, 2001, Gebiets- und Funktionalreform in den neuen 
Ländern. In: Derlien, Hans-Ulrich (Hrsg.), Zehn Jahre Verwaltungsaufbau Ost- 
eine Evaluation, 77-89. 

¶ Stüer, Bernhard, 2004, Region und Regionalisierung. In: LKV, 6ff 
¶ Wagener, Frido, 1969, Neubau der Verwaltung. 
 
 

【欧州共同体の地域的活動に関する 2 つの発表】 ＥＵ 

 
 European Commission │⁸ ─ ⌐ ∆╢ ╩ 10
─ 6 ≤ 8 ⌐ ↑≡ ⇔√⁹ ≈│⁸ ⌐ ∆╢╙─≢⁸╙℮ │

⌐ ∆╢╙─≢⁸ ⅛╠─ ⅜ ↕╣√⁹ 
⌐ ∆╢  
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│⁸10 6 ⁸ ⌐ ∆╢ (Green Paper on Territorial 
Cohesion. Turning territorial diversity into strength)╩ ⇔√⁹↓─ │⁸

⁸ ⁸ ⅔╟┘ ⌐ ∆╢ ─ ≢ ↕╣√╙─≢

№╢⁹ ┼─ ╙ ↕╣√⁹ 
↓─ │⁸ ⌐ ∆╢ ⁸ ─ ─ ™≤─ ≤™∫√

╩ ╕ⅎ≡⁸ ─╟℮⌂ ╩ →⅛↑⁸ ╩ ╘≡™╢⁹∕⇔≡ 2009
╕≢⌐ ╩≤╡╕≤╘╢ ≤⇔≡™╢⁹ 

  
─ ה ╙ ⌂ │ ⅛⁹ 
⅜ ה ⇔≡™╢ ┘ ⌐ ↑ ⅎ╢╙─⅜№╣┌ ⅛⁹ 

 ─ ≤   
│⁸ ה ∕⇔≡ ╙ ╘√ ⅜ ∆╢⌐ ⌂ ⌐

∆╢ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ╩ ≡╢⁹ 
╩ ה ╘╢⌐№√∫≡⁸EU ─ │№╢⅛⁹ ─ ╩ ╕ⅎ√℮ⅎ

≢⁸≥─╟℮⌐∕─ ╩ ≠↑╢⅛⁹ 
╡ ה ╗ ─ ⌐ ∂≡ ─ ⌂ ╩≥╣ↄ╠™ ↕∑╢⅛⁹ 
⌂ ה ╩ ≈ ( ⁸ )│ ⌂ ⌂ ╩ ≤∆╢

⅛⁹╙⇔ ⌂╠⁸≥╪⌂ ⅛⁹ 
 ╟╡ ™  

   №╢™│ ╩ ⅎ√ ─ ⅜⁸ ─ ╩ ∂↕∑≡™╢⁹ 
⁸│ ה ╩ ⇔⁸◘ⱳכ♩∆╢⌐ √∫≡⁸≥─╟℮⌂ ╩

√∆═⅝⅛⁹ 
─ ה ⇔™ⱨ◊כⱶ│ ⅛⁹ 
EU ה ≤─ ╙ ╘≡ ╩ ∆╢ ⇔™ ⁸ │ ⅛⁹ 

 ╟╡╟™  
   ╩ ∆╢↓≤│⁸ ≤ ∕⇔≡ ─

─ ≤─ ╩ ╘╢↓≤╩ ∆╢⁹ 
≥ ה ≤─ │≥─╟℮⌐ ⇔℮╢⅛⁹ 
⌂℮╟─≤ ה ⅜⁸ ↕╣√≤⅝⌐⁸∕─ ⌂ ╩╙∫≤ ∆═⅝⅛⁹

↓─ ⌐ ⇔≡≥─╟℮⌂ ╩ ∆═⅝⅛⁹ 
≥ ה ─ │⁸ ┼─ ─ ⌐≥─╟℮⌐⇔≡≈⌂→╠╣╢⅛⁹ 

 ⇔™ Ɽכ♫♩כ◦♇ⱪ 
  ─ │⁸ ─ ≤ ⌐⅔™≡ ™ ⅜№╢↓≤╩ ∆╢⁹ 
─ ה │⁸ ≠ↄ╡⌐⅔™≡⁸ ─ ⁸ ⁸Ⱳꜝ

fi♃ꜞכ ⁸NGO ─╟℮⌂ ⇔™ ─ ╩ ≤∆╢⅛⁹ 
⌐℮╟─≤ ה ╕⇔™꜠ⱬꜟ─ ╩ ⇔℮╢⅛⁹ 

 ─ ─  
─ ה ╛ ╩ ∆╢√╘⌐⁸EU ꜠ⱬꜟ≢≥─╟℮⌂ ה
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╩ ∆═⅝⅛⁹ 
 

⌐⅔↑╢ ─  
↓─ ─ ⌐ ↄ 10 15 ⁸ ⅛╠₈ 17 ─

LOCAL AUTHORITIES ACTORS FOR DEVELOPMENT ₉≤™℮ ╙ ↕╣

√⁹ 
↓╣│⁸ ∂ↄ⁸ ⁸ ⁸ ⅔╟┘ ⌐ ∆╢

≤⇔≡ ↕╣√╙─≢№╢⁹EU ─ ⌐ ∆╢ ה ─ ≢⁸

⅜ √∆ ⌐ ⇔≡⁸ ⌐ ∆╢ ─ ─ ≤∕─

ⱷꜞ♇♩╩ ╠⅛⌐⇔≡™╢⁹ ≤⇔≡⁸ ≢№╢ⱴ♄●☻◌ꜟ─ⱴ☺ꜙfi● ─

─ ┘ ⌐ ⇔≡ⱡ►Ɫ►≤ ╩ ⇔≡™╢ⱨꜝfi☻─Ⱶꜙꜟכ☼

╛⁸Ⱪꜟ◐♫הⱨ□♁─ 5 ≈─ ≢ ─√╘─ ≠ↄ╡╩ ⇔√▬♃ꜞ▪

─◘fi♃ה▼♅כ꜡◒ה☻♇ꜝꜟⱡ ( 13000) ─ ╡ ╖⅜ →╠╣≡™╢⁹↓─

─ ╩ ↑√ ─ ≢⁸ ≢╙⁸ ⅜ ⇔√⁹ 
↓℮⇔√ ⅜ ⇔≡⅔╡⁸EU ─ ⌐⅔™≡⁸ ─⁸ ⌐₈

18( decentralised cooperation)₉≤ ┌╣╢⁸ ⅜ ≤⌂∫√ ⌐ ∆╢

⅜ ∆╢≤≤╙⌐⁸∕─ EU ─ ≢ ╘╢ ⅜╟╡ ↄ⌂╡≈≈№╢≤ ═

≡™╢⁹↓℮⇔√ ─ │≈⅛╖⌐ↄ™≤⇔⌂⅜╠╙⁸☻Ɑ▬fi⁸♪▬♠⁸ⱨꜝ

fi☻⁸ⱬꜟ◑כ≢│↓℮⇔√ ─ ⅜ ↕╣≡™╢≤⇔≡⁸↓╣╠─ ─ ╩╕

≤╘≡™╢⁹ ⅎ┌⁸☻Ɑ▬fi≢│⁸ ─ ODA ⅜ 5 ↄ╠™≢ ⇔⁸

2006 ⌐│ 4.428 ─Ɑ▬fi☻⁸╡⌂≥꜡כꜚ ODA ─ 14 ╩ ╘╢⁹ ⌐◌♃

꜡♬▪≢│ │ 3 ≢ ⌐ ⅎ≡™╢⁹♪▬♠│ ─ 2006
─ ODA ⅜ ODA ─ 10 ≢№╡⁸ │⁸2003 ─ 6 ⅛꜡כꜚ

╠ 7.6 ⌐꜡כꜚ ⇔≡™╢⁹ⱨꜝfi☻⁸ⱬꜟ◑כ≢╙ ─ │ ⇔≡™╢⁹ 
─ ⌐≈™≡╙⁸ ─ (LAs added value)≤™℮↓≤≢⁸ ↄ─

╩ →≡™╢⁹ ⁸ ─ ⁸ ⁸ ≤

┼─ ⁸ ⌂ ⁸ ⌂ ⌐ ∆╢ ⅜ →╠╣≡™╢⁹ 
↓─ ─ │⁸↓─╟℮⌂ ─ ⇔™ ─ ╩ ∆╢╟℮ ╘╢≤≤

╙⌐⁸ ─Ɽכ♫♩כ≤⇔≡ ─ ╩ ⅛⇔ ∆╢↓≤⅜≢

⅝╢╟℮⌂⁸∕─ ≤⌂╢ ─ 1 ─ ╩ ⅝ ∕℮≤∆╢╙─≢№╢⁹∕⇔≡

─ ┘ ┼─ ─ ⁸ ≢─ ╩╟╡ ∆╢√╘─

∞≤ ═≡™╢⁹∕⇔≡⁸↓╣╕≢ ⅜⁸ ╩ ∂≡⁸ ─

⌐ ⇔≡⅝√ ™ ≤∕─ ╩ ↄ ⇔⁸↓╣╩↕╠⌐ EU ꜠ⱬꜟ≢ ⅛

≈ ⌐ ╘≡™↑╢╟℮⁸ ⌐ ⇔≡⁸ ─ ─ ⌐⁸ ╙ ╦

                                            
17₈ ₉≤₈ ₉╩ ╣√─│⁸Local Authority │ ≢ ╦╣≡⅔╡⁸ ─ ╙ ╕

╣≡™╢√╘⁹ 
18 ↓─ ≢│⁸ ╩ ╦∏⁸ Ⱡ♇♩꞉⁸◒כ∕─ ─ ⌐╟∫

≡⁸№╢™│∕╣╠╩ ∂≡ ↕╣╢ ╩ ∆╙─≤⇔≡ ╦╣≡™╢⁹  
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∫√ ─ ╩ ⌐ ↑╢↓≤╩ ⇔≡™╢⁹∕⇔≡ ─ ╖≤⇔≡⁸₈

19 (Stock Exchange)₉╩ ↑╢↓≤╩ ⇔≡™╢⁹╕√⁸ ⌐≈™≡

∆╢↓≤╙ ⇔≡™╢⁹ ─ ─ ⅜⁸ ⌐ ∆╢Ɽꜞ ⌐

╙ ∫≡™⌂™ ─╙─⅜ ↄ⁸∕╣╩ EU ꜠ⱬꜟ≢ ↄ ⇔≡╟╡ ─№╢╙─

⌐∆╢ ⅜№╢⅛╠≤─↓≤≢№╢⁹ 
 

─  
6 ─ ⌐ ⇔≡⁸ (CEMR)│⁸↓─ ≢ ─◖fi☿ⱪ♩

─ ╩ ═⌂™↓≤⌐ ╩ ∆⁹ ─Ⱳꜞ☻ה♩fiⱢ►◘⁸┌╣╟⌐כ

⌐│∫⅝╡⇔√ ─ ⅜№╣┌⁸ ⅜ ─ ╩ ─

⌐ ∆╢ ⌐ ↄ─╩ ↑╢↓≤⅜≢⅝√╤℮⁹ ≢ ╩ ≡≡™⅝√™─⌂

╠ ⌐ ⅜≥℮™℮ ≢№╢⅛╩ ⌐ ∆═⅝≢№╢⁹  
≤™℮ ⌐≈™≡│⁸ ─ ₈ ꜠ⱳ₉♩כ≢ ⌐ ═╠

╣≡⅔╡⁸₈ ─ ⌐ ╩ ⅎ╢ ⁸ ─ ≤

≤™℮ ⌐ ╡ ╗═⅝≢№╢⁹₉≤ ╘≡™╢⁹ ⌐ꜞ☻Ⱳfi 20≢│⁸

╩ ∆╢√╘⌐ ה ─ √∆ ╩ ⇔≡⅔╡⁸ ⅜

─ ╛ ─ ⁸ ⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ╛ ─ ╩ ╡ ⇔ ∫

≡ↄ╣╢↓≤╩ ⇔≡™╢⁸≤™℮─⅜⁸↓─ ─ ≢№╢⁹ 
15 ─ ⌐ ═╠╣≡™╢⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ⇔≡│⁸CEMR

─☺▼꜠Ⱶהכ☻Ⱶ☻ │⁸ ─ ↄ─ ⅜ ≤Ɽכ♩♫

╩ⱪ♇◦כ ╪≢™╢↓≤─ ╩↓─ ⅜ ⇔≡™╢↓≤╩ ↄ ⇔⁸₈

ↄ ↕╣√ ╛ ⌐ ∆╢Ɽכ♫♩כ◦♇ⱪ│⁸ ≢─ ⌐ ⇔√⁸ ≤

℮╙─╩ ∑╢≤ ⅎ╠╣╢⁹ ⌐↓─ ╩ ∆╢⁹∕⇔≡⁸↓℮⇔√ │

┼─ ≢│⌂ↄ⁸ ─ ─ ⌐≤∫≡╙⁸ ⅝ↄ ┬↓≤⅜№╢⁹₉

≤ ═╢⁹ 
⇔⅛⇔⌂⅜╠ ⅜ ∆╢ ╩ ↑╢↓≤⌐│ ╩ ⅎ╢⁹∆⌂╦∟⁸

≤─ ─ ╩ ⇔≡™⌂™≤∆╢⁹∕⇔≡₈ ↄ─ ⌂™⇔

─ │⁸ ⌐ ⌐ ⇔≡ ™ ╩ ∟⁸↓╣╠─ ─ ╩ ⇔

≡⁸ ─ ─ ⌐⁸↓℮⇔√ ⅜ ↕╣≡™╢⁹₉≤ ─ √⇔≡™

╢ ─ ⌐≈™≡ ═╢⁹↕╠⌐⁸ ─╟℮⌂↓≤╙⁸₈ ─ ─

⌐⁸CEMR ⅜ ꜠ⱬꜟ≢─ ⌐ ↑√₈Ɽכ♫♩כ ⇔(partner search)₉
≤™℮ ⇔™◘▬♩╩ ↕∑≡⅔╡⁸ ∞↑≢ ⌂℮╙─≢│⌂™⁹ ─╟

℮⌂ ─◦☻♥ⱶ≢│⌂ↄ⁸ ≤ ≤∕╣╠─ ⌐

╟╢ ⇔™ⱪꜝ♇♩ⱱכⱶ⅜ ⇔√ ⌂Ɽכ♫♩כ◦♇ⱪ≤™℮ ⅜ ≢№╢⁹₉

≤⇔≡™╢⁹                                                                                                                                                                                                                                                               

                                            
19 Stock Exchange │ ─ ≢№╢⅜⁸ ╩ ↕∑╢ ≢№╢─≢⁸↓℮ ⇔√⁹ 
20 EU ─ ≤⌂╢ ╩ ⱴכ꜡√╘ ╛ⱴכ☻♩ꜞⱥ♩ ╩ ∆╢ ⁹2007 12 13 ⌐
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1. ⌐ ∆ ╢ (Green Paper on Territorial Cohesion. Turning 

territorial diversity into strength) 
  http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/paper_terco_en.pdf 
 
2. 21 ─ LOCAL AUTHORITIES ACTORS FOR 

DEVELOPMENT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0626:FIN:EN:DOC 

 
3. CEMR 10  ☻כꜙ♬
  http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=1436 
 
4. CEMR 10  ☻כꜙ♬

http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=1446 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                             
↕╣√⅜⁸ ⅜ ╪≢™⌂™⁹ 

21₈ ₉≤₈ ₉╩ ╣√─│⁸Local Authority │ ≢ ╦╣≡⅔╡⁸ ─ ╙ ╕

╣≡™╢√╘⁹ 


